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－１－ 

令和４年第２回（２０２２年第２回）農業委員会総会 

 

         令和４年２月４日午後２時００分 八街市農業委員会総会を 

         八街市役所議場に招集し、内容は次のとおりである。 

 

１．出席者  

    ＜農業委員＞ 

    １．山 本 重 文      ６．円城寺伸夫      10．貫 井 正 美 

    ２．佐伯みつ子      ７．藤 崎  忠      11．岩 品 要 助 

    ４．今関富士子      ８．山 本 元 一       

    ５．古 市 正 繁      ９．長 野 猛 志 

    ＜農地利用最適化推進委員＞ 

    ２．糸 久 邦 夫      ９．小 山 哲 章  

    ３．井 口 智 昭      10．京増恒 雄  

    ４．保 谷 研 一      13．板倉  功  

    ５．浅 羽 宏 明      18．石井一 男  

※新型コロナウイルス感染症対策のため、地区担当委員のみ出席 

 

２．欠席者      

    ＜農業委員＞ 

    ３．中 村 勝 行 

    ＜農地利用最適化推進委員＞ 

    １．繁 田 順 一 

 

 

３．事務局 

    事務局長  梅 澤 孝 行         副 主 幹  齋藤康 博 

    副 主 幹  太 田 謙 一         主 査  市原ふみよ 

 

４．議決事項 

    議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

    議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請について 

    議案第３号 農地法第５条の規定による許可後の計画変更承認申請について 

    議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請について 

    議案第５号 軽微な農地改良事業適合証明の交付について 

    議案第６号 農用地利用集積計画（案）の承認について 



 

－２－ 

    議案第７号 農地法第３条第２項第５号の規定による別段面積について 

５．その他 

    報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 



 

－３－ 

○梅澤事務局長 

 開会を宣す。（午後２時０２分） 

○岩品会長 

 令和４年第２回総会にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。 

 本日は、大変お忙しい中、定例総会にご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。 

 今回の総会からは、また、オミクロン株の感染拡大により、ご覧のように推進委員の方々に

は、案件をお持ちの推進委員の方だけに出席をお願いしたところでございます。 

 ところで、先月の２４日ですか、八街市に八街市都市計画審議会という組織があるんですけ

ども、その委員の一人に、私が、充て職というんですかね、農業委員の会長をやっているから

ということで、委員になっているんですけども、その会議に出席した中で、ＳＤＧｓという言

葉が何度も出てきました。私は、そういう言葉は聞いたことはたしかあったんですけども、内

容的には全く存じませんでした。それで、スマホでちょっとそれを調べたんですけども、持続

可能な開発目標ということなんですけども、１７の目標でなっているんだそうですけども、そ

の中に、いろいろ１７の目標になっているんですけども、ちょっと幾つか、その目標を紹介し

ます。１番目に貧困をなくそう、２番目に飢餓をなくそう、３番目に全ての人に健康と福祉を、

４番目に質の高い教育をと。まだ幾つかあるんですけども、１１番目に、住み続けられる街づ

くりということで、八街市の都市計画審議会の中で、ＳＤＧｓという言葉が何度も出てきたん

ですけども。そのような持続可能な開発目標ということを、農業に当てはめて考えますと、農

業に至りましては、担い手不足、後継者不足、経営体の高齢化、またここへきて、被覆資材の

高騰、肥料の高騰、なかなか暗い話ばかりで、この後、総会が終わった後、人・農地プランの

実質化ということで、皆さんには地図の確認ということで行事が待っていますけども、いつも、

私、思うんですけども、優良農地の保全というのは非常に大事なことなんですけども、もう少

し、制度を決めるには、上の方で実効性のある制度を望むところでございますけども、推進委

員の皆さん、また農業委員の皆さんには、どのようにお考えかなと思って、ちょっとお話して

みました。 

 さて、今月の案件は、農地法第３条、４条、５条本体で２０件、５条計画変更２件、その他

議案３件が提出されております。 

 慎重審議をお願いし、開会の挨拶とします。 

 ただいまの出席農業委員は１０名です。委員定数の半数以上に達していますので、この総会

は成立いたしました。 

 また、農地利用最適化推進委員の出席委員は８名です。 

 なお、農業委員の中村勝行委員、及び推進委員の繁田委員より欠席の届けがありましたので

ご報告します。 

 それでは、日程に従いまして会務報告をお願いします。 

 梅澤事務局長、お願いします。 

○梅澤事務局長 



 

－４－ 

 会務報告をいたします。 

 １月２０日木曜日、午後１時半より、転用事実確認現地調査を調査委員会調査班第３班、山

本元一班長、中村勝行委員、藤崎委員で実施いたしました。 

 １月２４日月曜日、午後２時より、都市計画審議会が総合保健福祉センター大会議室で開催

され、岩品会長にご出席いただきました。 

 １月３１日月曜日、午後１時半より、転用事実確認現地調査を調査委員会調査班第１班、長

野班長、佐伯委員、古市委員で実施いたしました。 

 以上です。 

○岩品会長 

 次に、議事録署名人の選任については議長から指名することでご異議ありませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○岩品会長 

 ご異議がなければ、こちらから指名します。今月は、議席番号９番、長野委員、１０番、貫

井委員にお願いします。 

 議事に入ります。 

 議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請についてを議題とします。 

 事務局、説明願います。 

 齋藤副主幹、お願いします。 

○齋藤副主幹 

 議案書３ページをご覧ください。議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請について

ご説明いたします。 

 番号１、区分、売買、所在、八街字後野分地先及び朝日字梅里地先、地目、畑、面積１，８

１７平方メートルほか４筆、計５筆の合計面積８，３２２平方メートル。権利者事由、農業経

営の規模を拡大するため。義務者事由、高齢により農業を廃業したため。 

 続きまして、番号２から５は同様の内容になります。番号２、区分、地上権、所在、木原字

釜場台地先、地目、畑、面積６１８平方メートル。番号３、区分、所在、地目同じく、面積５

３９平方メートル。番号４、区分、所在、地目同じく、面積５２９平方メートル。番号５、区

分、所在、地目同じく、面積５４０平方メートル。権利者事由、義務者が耕作を継続しながら、

地上権を設定して、営農型太陽光発電事業を行い、安定した収入を得たい。義務者事由、権利

者からの要望により。 

 続きまして、番号６から８は同様の内容となります。番号６、区分、売買、所在、砂字下新

堤地先、地目、田、面積３，１６６平方メートル。番号７、区分、所在、地目同じく、面積１，

２４９平方メートル。番号８、区分、所在、地目同じく、面積１，７１２平方メートル。権利

者事由、農業経営の規模を拡大するため。義務者事由、農業経営の規模を縮小するため。 

 なお、議案第１号２番から５番は議案第４号８番から１１番に、議案第１号６番から８番は

議案第５号１番から３番にそれぞれ関連しております。 



 

－５－ 

 以上です。 

○岩品会長 

 議案の説明が終わりましたが、議案第１号２番から５番は、議案第４号８番から１１番に関

連していますので、後ほど議案第４号で保谷委員、調査報告をお願いします。また、議案第１

号６番は議案第５号１番に、議案第１号７番、８番は議案第５号２番、３番に関連しています

ので、後ほど、議案第５号で石井委員に調査報告をお願いします。 

 それでは、最初に、議案第１号１番について、繁田委員に代わり糸久委員、調査報告をお願

いします。 

○糸久委員 

 それでは議案第１号１番、農地法第３条申請に係る調査結果について報告いたします。 

 当申請は農業経営の規模を拡大する申請であります。 

 申請地はＪＲ八街駅より東方向へ約３キロメートル、境界は石杭が入っております。現在、

人参が作付してあります。進入路は八街市道に接続していて、確保されております。 

 次に農地法第３条第２項の不許可基準に該当するか否かについて報告いたします。権利者が

所有する農機具はトラクター３台、耕運機２台、田植機１台、２トントラック１台、軽トラッ

ク４台です。労働力については、権利者と妻が３３０日、長男が３１０日、雇用は二人で各２

５０日であり、技術力についても問題はありません。面積要件についても、下限面積の５０ア

ールを満たしております。また、過去３年間において、農業経営規模を縮小させる行為を行っ

た事実はなく、周辺地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保についても

支障はありません。営農計画ですが、人参を栽培。通作距離は自宅から申請地まで３．１キロ

メートル、車で約７分です。 

 以上の内容から、権利者及び世帯員等が権利取得後において、耕作に必要な農作業に常時従

事し、申請地を含めた全ての農地について効率的に利用すると認められますので、本案件は、

農地法第３条第２項各号の不許可基準には該当しておらず、何ら問題ないと思われます。 

 以上で調査報告を終わります。 

○岩品会長 

 担当委員の調査報告が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○岩品会長 

 質疑がなければ、質疑を打ち切り、採決します。 

 議案第１号１番を許可することに賛成委員の挙手をお願いします。 

（挙手全員） 

○岩品会長 

 挙手全員ですので、１番は許可することに決定します。 

 次に、議案第２号農地法第４条の規定による許可申請についてを議題とします。 

 事務局、説明願います。 



 

－６－ 

 太田副主幹、お願いします。 

○太田副主幹 

 それでは、５ページをご覧ください。議案第２号農地法第４条の規定による許可申請につい

てご説明いたします。 

 番号１、所在、八街字南中道地先、地目、畑、面積２６７平方メートル。目的、貸駐車場

（８台）用地。転用事由、近隣の接骨院より、駐車場が不足しているため、借用したいと要望

があったため、当該申請地を駐車場として整備し貸し付けたいというものです。農地の区分は、

第２種住居地域にある農地であり、第３種農地と判断されます 

 以上です。 

○岩品会長 

 議案の説明が終わりましたので、井口委員、調査報告をお願いします。 

○井口委員 

 議案第２号１番、農地法第４条の規定による許可申請について調査報告します。 

 まず、立地基準ですが、申請地は八街駅より南へ約１．２キロメートルに位置し、県道に面

しており、進入路は確保されております。土地の選定理由は、要望のあった接骨院に近接し、

幹線道路に面し、車両の出し入れもしやすいためとのことです。農地区分としては、事務指針

２８ページ④のⓑの（ウ）に該当するため、第３種農地として判断しました。 

 次に一般基準ですが、本申請は貸し駐車場８台分ということですが、申請面積は２６７平方

メートルであり、土地利用計画図と照らし合わせて、面積妥当と思われます。資金の確保につ

きましては、自己資金で賄う計画となっております。申請地には、小作人等、権利移転に対し

て支障となるものはありません。 

 次に、周辺農地の営農条件への支障について、申請地周辺に農地はありません。また、申請

地は土地改良受益地ではありません。 

 申請者は、近隣の接骨院より駐車場が不足しているため借用したいとの要望があったため、

当該申請地を駐車場として整備し、貸し付けたいとの理由もあり、必要性についても認められ、

併せて、許可後速やかに事業を行うものと判断しました。 

 これらのことから、立地基準、一般基準ともに本案件は何ら問題ないものと思われます。 

 以上で調査報告を終わります。 

○岩品会長 

 担当委員の調査報告が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○岩品会長 

 質疑がなければ、質疑を打ち切り、採決します。 

 議案第２号１番を許可相当で決定することに賛成委員の挙手をお願いします。 

（挙手全員） 

○岩品会長 



 

－７－ 

 挙手全員ですので、１番は許可相当で決定します。 

 次に、議案第３号農地法第５条の規定による許可後の計画変更承認申請についてを議題とし

ます。 

 事務局、説明願います。 

 太田副主幹、お願いします。 

○太田副主幹 

 それでは、６ページをご覧ください。議案第３号農地法第５条の規定による許可後の計画変

更承認申請についてご説明いたします。 

 番号１、所在、文違字文違野地先、地目、畑及び宅地公衆用道路、面積３６４平方メートル

ほか３筆、計４筆の合計面積８５２平方メートル。当初目的、建売分譲住宅（４棟）用地。変

更後の目的、建売分譲住宅（３棟）用地。転用事由、当初、建売分譲住宅４棟の用地で計画し

ていたが、広い土地・建物のニーズが高い傾向にあるため、事業計画を建売分譲住宅３棟用地

に変更したいというものです。農地の区分は、農業公共投資の対象となっていない小集団の生

産性の低い農地等の理由から、第２種農地と判断されます。 

 番号２、所在、大木字大富向地先、地目、畑、面積１７７平方メートルほか１筆、計２筆の

合計面積２５８平方メートル。当初計画者の目的、共同住宅（８戸）１棟用地。承継者の目的、

専用住宅用地。当初計画者の事由、当初、共同住宅を建築する計画であったが、許可後に用地

の一部が県道用地として買収されたため、事業面積が不足し計画を断念した。承継者の事由、

現在、実家で両親と同居しているが、子どもの成長に伴い手狭で、また老朽化もしているため、

当該申請地に専用住宅を建築し居住したいというものです。農地の区分は、第２種住居地域に

ある農地であり、第３種農地と判断されます。 

 なお、本件は議案第４号６番に関連しております。 

 以上です。 

○岩品会長 

 議案の説明が終わりましたが、議案第３号２番は議案第４号６番に関連していますので、後

ほど議案第４号で糸久委員、調査報告をお願いします。 

 議案第３号１番について、京増委員、調査報告をお願いします。 

○京増委員 

 議案第３号１番について、調査報告申し上げます。 

 本案件は、平成２８年２月に４棟の住宅用地として申請、許可を受けておりましたが、２棟

は販売、２棟は残っており、２棟分を合わせて４区画から３区画に計画を変更して、許可を求

める申請であります。 

 まず立地基準ですが、申請地は市役所より北に約１キロメートルに位置しており、公衆道路

に面しており、進入路は確保されています。農地区分といたしましては、事務指針の２９ペー

ジの⑤の（ｂ）により、第２種農地として判断いたしました。 

 次に一般基準ですが、本申請は専用住宅用地ということですが、申請面積は３区画及び道路



 

－８－ 

用地として８５２平方メートル、一区画分３６４平方メートル、建築面積６６平方メートルで

あり、建築面積との関係においても面積妥当と思われます。資金の確保につきましては、自己

資金にて賄う計画となっております。申請地には、小作人等、権利移転に対して支障となるも

のはありません。 

 次に、周辺農地の営農条件への支障についてですが、周囲は既に住宅が建設されており、農

地はなく、用水は市営水道、雨水は浸透桝を設置し宅内処理、汚水雑排水は合併浄化槽で処理

後、側溝へ放流する計画となっておりますので、支障はないものと思われます。また、申請地

は土地改良受益地ではありません。防災面ですが、通勤通学時間帯には資材搬入等は行わない

こととともに、安全には万全を期して行うとのことでした。 

 権利者は、顧客の広い土地へ住宅建築をしたいというニーズに合わせて販売したいとの理由

もあり、許可後、速やかに事業を行うものと判断いたしました。 

 これらのことから、立地基準、一般基準ともに本案件は問題ないものと思われます。 

 以上で調査報告を終わります。 

○岩品会長 

 担当委員の調査報告が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○岩品会長 

 質疑がなければ、質疑を打ち切り、採決します。 

 議案第３号１番を許可相当で決定することに賛成委員の挙手をお願いします。 

（挙手全員） 

○岩品会長 

 挙手全員ですので、１番は許可相当で決定します。 

 次に、議案第４号農地法第５条の規定による許可申請についてを議題とします。 

 事務局、説明願います。 

 太田副主幹、お願いします。 

○太田副主幹 

 それでは、７ページをご覧ください。議案第４号農地法第５条の規定による許可申請につい

てご説明いたします。 

 番号１、所在、八街字藤株地先、地目、畑、面積２，９９５平方メートル。区分、売買。転

用目的、グループホーム（１棟）及び生活介護棟（１棟）用地。転用事由、現在、障害福祉サ

ービス事業や特別養護老人ホームの運営をしているが、既存施設に近接する当該申請地にグル

ープホーム及び生活介護施設を建築し、地域福祉のさらなる推進に努めたいというものです。

農地の区分は、農用地域内にある広がりのある農地であることから、第１種農地と判断されま

す。なお、本件は、１，０００平方メートル以上の土地に対する建築行為となります。これは

開発行為に該当し、都市計画法との調整が必要となりますので、その旨意見に付することが妥

当と思われます。 
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 続いて番号２、番号３は同様の内容となりますので、一括してご説明いたします。番号２、

所在、八街字鴫沢台地先、地目、畑、面積５１６平方メートルのうち０．３５平方メートル。

番号３、所在、地目同じく、面積５１０平方メートルのうち０．３６平方メートル。区分、一

時転用。転用目的、営農型太陽光発電設備用地。転用事由、農地の借受者が耕作を継続しなが

ら、地上権に基づき、使用貸借により営農型太陽光発電事業を行い、安定した収入を得たいと

いうものです。農地の区分は、農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農地

等の理由から、第２種農地と判断されます。 

 番号４、所在、朝日字竹里地先、地目、畑、面積２６４平方メートルほか４筆、計５筆の合

計面積７９２．４４平方メートル。区分、売買。転用目的、建売分譲住宅（３棟）用地。転用

事由、現在、不動産業を営む権利者が、建売分譲住宅として３棟を建築し販売するものです。

農地の区分は、第１種住居地域にある農地であり、第３種農地と判断されます。 

 続いて、番号５は取下げとなりました。 

 番号６は議案第３号２番に関連して説明したとおりでございます。続きまして、番号７、所

在、八街字南富士見地先、地目、畑、面積１，３７７平方メートル。区分、売買。転用目的、

貸店舗（６棟）用地。転用事由、現在、不動産業を営んでおり、当該申請地に貸店舗６棟を建

築し貸し付けたいというものです。農地の区分は、第１種住居地域にある農地であり、第３種

農地と判断されます。なお、本件は１，０００平方メートル以上の土地に対する建築行為とな

ります。これは開発行為に該当し、都市計画法との調整が必要となりますので、その旨意見に

付することが妥当と思われます。 

 続いて番号８から番号１１は同様の内容となりますので、一括してご説明いたします。なお、

番号８から番号１１は一時転用の許可後に、令和３年１０月８日付けで農地法第３条許可によ

り農地が所有権移転されたことによる、一時転用の再設定のための申請となります。それでは、

番号８、所在、木原字釜場台地先、地目、畑、面積６１８平方メートルのうち、０．３０平方

メートル。番号９、所在、地目同じく、面積、５３９平方メートルのうち０.３１平方メート

ル。番号１０、所在、地目同じく、面積５２９平方メートルのうち０．３１平方メートル。番

号１１、所在、地目同じく、面積５４０平方メートルのうち０．３２平方メートル。区分、一

時転用。転用目的、営農型太陽光発電設備用地。転用事由、義務者が耕作を継続しながら、上

部に地上権を設定して、使用貸借により営農型太陽光発電事業を行い、安定した収入を得たい

というものです。農地の区分は、農業振興地域整備計画に定められた農用地区域内にある農地

に該当いたします。なお、本件は議案第１号２番から５番にそれぞれ関連しております。 

 続いて番号１２、所在、山田台字山田台地先、地目、畑、面積９８８平方メートルのうち０．

３２平方メートル。区分、一時転用。転用目的、営農型太陽光発電設備用地。転用事由、農地

の借受者が耕作を継続しながら、地上権に基づき、使用貸借により営農型太陽光発電事業を行

い、安定した収入を得たいというものです。農地の区分は、農業振興地域整備計画において定

められた農用地区域内にある農地に該当いたします。 

 以上です。 
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○岩品会長 

 議案の説明が終わりましたので、担当委員の調査報告をお願いします。 

 最初に議案第４号１番について、小山委員、調査報告をお願いします。 

○小山委員 

 議案第４号１番、農地法第５条の規定による許可申請について調査報告いたします。 

 立地基準は、八街北中学校より西へ１．５キロメートルに位置し、市道に面しており、進入

路は確保されています。次に農地区分としましては、事務指針２６ページ②のⓐに該当するた

め、第１種農地と判断しました。第１種農地の場合の事務指針３０ページ②のⓖ（ア）による

例外に該当します。 

 次に一般基準ですが、申請面積は２，９９５平方メートルであり、建築面積との関係におい

ても、面積妥当と思われます。資金については、自己資金及び借入金にて賄うとのことです。

また、申請地には、小作人等、権利移転に対して支障となるものはありません。 

 次に、周辺農地の営農条件への被害防除対策についてですが、隣接地にはＬ型擁壁及びコン

クリートブロック積みをして、周辺への雨水及び土砂の流出を防止するとのことです。また、

建物は２階と平家の２棟ですので、日照や通風には問題ないものと思われます。また、工事中

は表示板等を設置して、交通整理員を配置し、カラーコーン等を並べ十分な安全対策をするこ

とになっています。なお、事業計画については、隣接農地所有者に対して了承済みとのことで

す。 

 本案件は権利者の運営する障害福祉サービス事業や特別養護老人ホームの既存施設に近接す

る当該申請地に、グループホーム及び生活介護施設を建設し、地域福祉のさらなる推進に努め

たいとの理由から、許可後、速やかに事業を行うものと判断しました。 

 これらのことから、立地基準、一般基準ともに何ら問題ないものと思われます。 

 しかし、本案件は１，０００平方メートル以上の土地に対する建築行為となり、開発行為に

該当し、都市計画法との調整が必要となるため、その旨意見に付することが必要と思われます。 

 以上で調査報告を終わります。 

○岩品会長 

 次に議案第４号２番、３番について、浅羽委員、調査報告をお願いします。 

○浅羽委員 

 それでは、議案第４号２番、３番、農地法第５条の規定による許可申請について説明いたし

ます。 

 ２番、３番は地続きであり、義務者も同一ということで、関連案件としていますので、一括

で説明させていただきます。 

 立地基準につきましては、榎戸駅より南に約５００メートルに位置し、八街市道に面してお

り、進入路は確保されております。農地区分につきましては、２番、３番とも、事務指針２９

ページ⑤の（ｂ）に該当するため、第２種農地と判断できます。 

 一般基準につきましては、当申請地は農地の借受者が耕作を継続しながら、地上権に基づき、
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使用貸借による営農型太陽光発電事業を行い、安定収入を得たいというものです。そのための

支柱部分の一時転用の継続申請です。なお、権利者、義務者が異なることから、お互いの責任

において、念書により確約が交わされております。 

 申請地は土地改良受益地ではありません。 

 以上のことから、本案件は何ら問題ないと思われます。 

 調査報告を終わります。 

○岩品会長 

 次に議案第４号４番について、繁田委員に代わり糸久委員、調査報告をお願いします。 

○糸久委員 

 議案第４号４番について、調査結果を報告いたします。 

 まず、立地基準ですが、申請地はＪＲ八街駅より東方向へ約１.５キロメートルに位置し、

進入路は八街市道により確保されております。農地性としては、事務指針２８ページ④のⓑ

（ウ）に該当する、第３種農地として判断いたしました。 

 一般基準ですが、権利者が申請地７９２．４４平方メートルを取得し、建売分譲住宅３棟を

販売するもので、面積妥当と思われます。申請地を選んだ理由は、近くに小学校やスーパー、

コンビニエンスストアがあり、環境がよいため。 

造成計画は、現在の地盤のまま使用するため、外部からの土砂を搬入する埋立て工事は行

わず、整地のみで行う。通勤通学の時間帯は資材の搬出入は行わない。周囲をブロック、フェ

ンス等で囲い、土砂等の流出を防止する。申請地は周囲を道路と住宅に囲まれ、農地とは接続

していません。資金は自己資金。事業計画は、用水は公営水道、生活排水は公共下水道、雨水

は宅地内処理。申請地には、権利移転に対して支障となるものはありません。 

 権利者は県内で不動産販売業をしており、実績からも必要性は認められ、許可後、速やかに

実施するものと思われます。 

 これらのことから、立地基準、一般基準ともに何ら問題ないものと思われます。 

○岩品会長 

 それでは次に、議案第３号２番及び議案第４号６番について、糸久委員お願いします。 

○糸久委員 

 それでは、議案第３号２番と議案第４号６番は関連しておりますので、一括して調査結果を

報告いたします。 

 まず、議案第３号２番の許可後の計画変更承認申請について。平成４年１月に許可を受けた

が、バイパス道路の買収予定地のため、許可どおりの事業計画ができなくなったため、事業計

画を変更したい。 

 議案第４号６番は、転用を伴う使用貸借権の設定です。 

 まず立地基準ですが、申請地はＪＲ八街駅より南方向へ約１.５キロメートルに位置し、進

入路は八街市道と八街バイパスに接続しております。農地性としては、事務指針２８ページ④

のⓑ（ウ）に該当する、第３種農地として判断いたしました。 



 

－１２－ 

 一般基準ですが、権利者が父親の所有する申請地２５８平方メートルを借受け、専用住宅用

地として使用するもので、建物面積は９１．９１平方メートルで、面積妥当と思われます。 

造成計画は、申請地を現状のまま利用する、整地のみで行います。資金は借入金。事業計

画は、用水は井戸水、雨水は敷地内に浸透桝を設置して処理、汚水雑排水は公共下水道に放流

する。申請地には、権利移転に対して支障となるものはなく、境界にブロックを４段積み、雨

水土砂等の流出を防ぎ、隣接地への被害防除対策を取る。隣接する農地所有者はありません。 

 これらのことから、立地基準、一般基準ともに何ら問題ないものと思われます。 

 以上で調査報告を終わります。 

○岩品会長 

 次に議案第４号７番について、井口委員、調査報告をお願いします。 

○井口委員 

 議案第４号７番について調査報告します。 

 まず、立地基準ですが、申請地は八街駅より南西へ約１．７キロメートルに位置し、県道に

面しており、進入路は確保されております。農地区分としては、事務指針２８ページ④のⓑの

（ウ）に該当するため、第３種農地として判断いたしました。 

 次に一般基準ですが、本申請は貸店舗６棟と駐車台数３５台分ということですが、申請面積

は１，３７７平方メートルであり、都市計画法との調整が必要であります。資金の確保につき

ましては、自己資金及び借入金で賄う計画となっております。申請地には、小作人等、権利移

転に対して支障となるものはありません。 

 次に、周辺農地の営農条件への支障について、雨水流出防止にＣＰ擁壁を設け、汚水は既存

公共下水道に接続する。日照は隣地から建物を１メートル離し、通風は連棟とせず空き地を設

ける。土砂は流出しないよう、アスファルト塗装や土間コンクリートとするなどの対策を行う

ので、隣接地に支障を来すことはないと思われます。また、申請地は土地改良受益地ではあり

ません。 

 権利者は不動産業を行っており、事業拡張により利益を上げるため、インフラが整備された

申請地に貸店舗を建築し貸し付けたいとの理由もあり、必要性についても認められ、併せて、

許可後速やかに事業を行うものと判断しました。 

 これらのことから、立地基準、一般基準ともに本案件は何ら問題ないものと思われます。 

 以上で調査報告を終わります。 

○岩品会長 

 次に議案第１号２番から５番及び議案第４号８番から１１番について、保谷委員、調査報告

をお願いします。 

○保谷委員 

 議案第４号８番から１１番については同一状況のため、また、議案第１号２番から５番地上

権についても関連しておりますので、まとめて報告させていただきます。 

 まず、立地基準についてですが、申請地は八街市役所より南に約３キロメートルに位置し、
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八街市道からの進入路は確保されております。農地区分としては、農業振興地域整備計画にお

ける農地ですので、農用地区域内にある農地と判断し、事務指針２９ページ①のⒸによる例外

に該当すると判断しました。 

 次に一般基準ですが、当申請議案第４号８番から１１番は、令和３年６月２５日付けで許可

されたものであり、今回、義務者が耕作を継続しながら、上部に地上権を設定し、使用貸借に

より営農型太陽光発電事業を行い、安定した収入を得たいという内容の申請であります。なお、

申請地の一部は農振農用地であり、かつ土地改良受益地でありますが、許可申請済であります。 

 営農状況ですが、耕作物はサカキです。既にサカキの苗が定植されており、きちんと管理さ

れておりました。 

 以上の状況からも、しっかり維持管理されており、立地基準、一般基準ともに本案件は何ら

問題ないものと思われます。 

 以上で調査報告を終わります。 

○岩品会長 

 次に、議案第４号１２番について、板倉委員、調査報告をお願いします。 

○板倉委員 

 議案第４号１２番、農地法第５条の規定による許可申請についての調査報告を申し上げます。 

 最初に、申請地の立地基準ですが、市立二州小学校より西へ約１．２キロメートルに位置し

ており、八街市の市道により、進入路は確保されております。農地区分は農振農用地であり、

事務指針２９ページ①のⒸによる例外に該当すると思われます。 

 申請目的は営農型太陽光発電設備用地で、一時転用を継続申請するものであり、農地の借受

者が耕作を継続しながら、地上権に基づき、使用貸借により営農型太陽光発電事業を行い、安

定した収入を得たいとのことです。 

 資金の確保につきましては、自己資金で賄う計画となっております。申請地には、小作人等

権利移転に対して支障となるものはありません。 

 次に、周辺農地の営農条件への支障はなく、雨水は敷地内にて浸透させることになっており、

隣接する農地への土砂流出及び農作物侵入を防ぐため、素掘り側溝等を講じ、日照通風に関し

ても問題はないと思います。申請地は北総中央用水土地改良事業の受益地のため、今後も継続

して営農に努めるとのことです。 

 これらのことから、立地基準、一般基準ともに本案件は何ら問題ないと思われます。 

 以上で調査報告を終わります。 

○岩品会長 

 担当委員の調査報告が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。 

 どうぞ、藤崎委員。 

○藤崎委員 

 ２つほどお願いします。 

 １番の建物の面積、大体で構わないので教えてください。それと、８番から１１番の一時転
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用なんですけど、これは条件、既についているかどうかをお願いします。 

○岩品会長 

 どうぞ。 

○太田副主幹 

 建物の面積ですが、まず、グループホームが２階建てになりまして、１階が６６０．１７平

方メートル、２階が４５２．３２平方メートルで、延床ですと１１１２．４９平方メートルと

なります。もう１棟の生活介護施設は、平家建てになりまして、７０２平方メートルとなりま

す。 

 続いて、８番から１１番の一時転用ですが、今回の申請に関しては、あくまでも土地の所有

権が変わったという内容のものですので、更新とはまた違っています。更新ですと、前年まで

の営農状況が関係してきますが、今回はあくまでも土地所有者が個人から法人に変わったとい

う内容で、地上権の権利設定を再設定するというような内容になりますので、営農に対する条

件はつきません。一時転用の期間は、恐らく、前の許可の継続になろうかと思います。３年で

許可が出ているんであれば、そのまま３年で継続となると思われます。 

○藤崎委員 

 ただ、事業の計画というのは、いつから収入がありますよみたいなのが、たしか出ていて、

事業計画、土地が移転したときに、地上権を設定して、そこで営農型の発電をしますよという

ときに、事業計画って出るじゃないですか。何を作って、どのぐらいの収入があるかどうかと

いうのを検討すると思うんですけど、それは関係ないということなんですか。 

○太田副主幹 

 この案件については、耕作者が土地所有者となっており、令和３年６月に審査し許可された

事と、現在も営農状況に問題ないと判断いたしました。 

○藤崎委員 

 当然、ヒサカキをやると思うんですけど、じゃあ、これは令和３年に許可が下りているんで

すけど、そのときに３年の許可が下りているということでいいんですか。 

○太田副主幹 

 許可期間は、３年で下りていると思いますので、当初許可の３年後が更新になるということ

になります。ですので、令和６年６月２４日までが一時転用の許可期間になると思われます。 

○藤崎委員 

 分かりました。 

○岩品会長 

 ほかに何かございますか。 

 質疑がなければ、質疑を打ち切り、採決します。 

 最初に、議案第４号１番を都市計画法との調整を条件に、許可相当で決定することに賛成委

員の挙手をお願いします。 

（挙手全員） 



 

－１５－ 

○岩品会長 

 挙手全員ですので、１番は条件付き許可相当で決定します。 

 次に、議案第４号２番、３番を許可相当で決定することに賛成委員の挙手をお願いします。 

（挙手全員） 

○岩品会長 

 挙手全員ですので、２番、３番は許可相当で決定します。 

 次に、議案第４号４番を許可相当で決定することに賛成委員の挙手をお願いします。 

（挙手全員） 

○岩品会長 

 挙手全員ですので、４番は許可相当で決定します。 

 次に、議案第３号２番及び議案第４号６番を許可相当で決定することに賛成委員の挙手をお

願いします。 

（挙手全員） 

○岩品会長 

 挙手全員ですので、議案第３号２番及び議案第４号６番は許可相当で決定します。 

 次に、議案第４号７番を都市計画法との調整を条件に、許可相当で決定することに賛成委員

の挙手をお願いします。 

（挙手全員） 

○岩品会長 

 挙手全員ですので、７番は条件付き許可相当で決定します。 

 次に、議案第４号８番から１１番を許可相当で決定することに賛成委員の挙手をお願いしま

す。 

（挙手全員） 

○岩品会長 

 挙手全員ですので、８番から１１番は許可相当で決定します。なお、この議案に関連します

議案第１号２番から５番は、農地法第５条に関連していることから、今後の事務処理は知事の

許可処分に合わせて、農地法第３条の許可処分を行うことにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○岩品会長 

 ご異議がなければ、今後の事務処理は知事の許可処分に合わせて農地法第３条の許可処分を

行います。 

 次に、議案第４号１２番を許可相当で決定することに賛成委員の挙手をお願いします。 

（挙手全員） 

○岩品会長 

  挙手全員ですので、１２番は許可相当で決定します。 

 次に、議案第５号、軽微な農地改良事業適合証明の交付についてを議題とします。 



 

－１６－ 

 事務局、説明願います。 

 太田副主幹、お願いします。 

○太田副主幹 

 それでは、１０ページをご覧ください。議案第５号、軽微な農地改良事業適合証明の交付に

ついてご説明いたします。 

 番号１から番号３は同様の内容となりますので、一括してご説明いたします。 

 番号１、所在、砂字下新堤地先、地目、田、面積３，１６６平方メートル。番号２、所在、

地目同じく、面積１，２４９平方メートル。番号３、所在、地目同じく、面積１，７１２平方

メートル。目的、軽微な農地改良をするため、優良土の単純埋立てを行うものです。工事の期

間は令和４年２月１５日から令和４年５月１４日までです。なお、番号２、番号３は関連して

おります。また、番号１から番号３は、議案第１号６番から８番にそれぞれ関連しております。 

 以上です。 

○岩品会長 

  議案の説明が終わりましたので、議案第１号６番及び議案第５号１番、議案第１号７番、８

番及び議案第５号２番、３番について、石井委員、調査報告をお願いします。 

○石井委員 

 それでは、この案件ですけども、義務者が違いますけども、権利者が同一人物でありますし、

筆も近いところですので、一括してご報告させていただきます。 

 申請地ですけども、位置は市役所より南西５．５キロメートル、小谷流の里の下に位置しま

す。境界は確認済です。現況は耕作放棄地ですが、管理されて荒れない程度になっております。

進入路ですけども、市道から入れる場所にあります。それから、農地所有適格法人としての要

件ですけれども、申請者は株式会社で農作物の生産を行っております。構成員要件、議決要件

及び役員の要件についても、農地法第２条第３項に規定する案件は全て満たしております。 

 次に、農地法第３条第２項の不許可基準に該当するか否かについて報告します。権利者が所

有及びリースする主な農機具は、軽トラック５台、それから耕運機２台等です。労働力は役員

５名で、３名が年間１５０日以上であり、技術力についても問題なく、面積要件についても下

限面積をクリアしております。それから、参考となる事項につきまして、営農計画は牧草を作

付する予定だそうです。通作距離は会社から申請地まで約１キロメートル、車で約５分です。 

以上の内容から、権利者が権利取得後において、耕作に必要な農作業に常時従事し、申請

地を含めた全ての農地について、効率的に利用すると認められますので、本案件は農地法第３

条第２項各号の不許可基準には該当しておらず、また、農地所有適格法人の要件を満たしてお

りますので、本案件は問題ないと思います。 

 以上で調査報告を終わります。 

○岩品会長 

 担当委員の調査報告が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 



 

－１７－ 

○岩品会長 

 質疑がなければ、質疑を打ち切り、採決します。 

 最初に議案第１号６番を許可すること及び議案第５号１番を交付することに賛成委員の挙手

をお願いします。 

（挙手全員） 

○岩品会長 

 挙手全員ですので、議案第１号６番を許可すること及び議案第５号１番を交付することに決

定します。 

 次に、議案第１号７番、８番を許可すること及び議案第５号２、３番を交付することに賛成

委員の挙手をお願いします。 

（挙手全員） 

○岩品会長 

 挙手全員ですので、議案第１号７番、８番を許可すること及び議案第５号２番、３番を交付

することに決定します。 

 次に、議案第６号農用地利用集積計画（案）の承認についてを議題とします。 

 事務局、説明願います。 

 齋藤副主幹、お願いします。 

○齋藤副主幹 

 議案書１１ページをご覧ください。議案第６号農用地利用集積計画（案）の承認についてご

説明いたします。 

 本件につきましては、令和４年１月２０日付けで、八街市長から農業経営基盤強化促進法第

１８条第１項の規定により、農用地利用集積計画（案）の承認を求められております。 

 番号１、所在四木字東四木地先、地目、畑、面積１，０１０平方メートルほか６筆、計７筆

の合計面積４，９９４平方メートル。利用権の種類は使用貸借権、期間は３年、新規です。 

 番号２、所在、四木字東四木地先、地目、畑、面積１，７７１平方メートルほか２筆、計３

筆の合計面積５，３４４平方メートル。利用権の種類は使用貸借権、期間は３年、新規です。 

 番号３、所在、東吉田字平井地先、地目、畑、面積１，９８６平方メートル。利用権の種類

は使用貸借権、期間は３年、新規です。 

 ただいまご説明いたしました番号１から３の案件については、農業経営基盤強化促進法第１

８条第３項の各要件を満たしているものと考えます。 

 以上でございます。 

○岩品会長 

 議案の説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○岩品会長 

 質疑がなければ、質疑を打ち切り、採決します。 



 

－１８－ 

 議案第６号を承認することに賛成委員の挙手をお願いします。 

（挙手全員） 

○岩品会長 

 挙手全員ですので、議案第６号は承認することに決定します。 

 次に、議案第７号農地法第３条第２項第５号の規定による別段面積についてを議題とします。 

 事務局、説明願います。 

 齋藤副主幹、お願いします。 

○齋藤副主幹 

 議案書１２ページをご覧ください。 

 議案第７号農地法第３条第２項第５号の規定による別段面積についてご説明いたします。 

 本件につきましては、農林水産省経営局通知の農業委員会の適正な事務実施についてにおい

て、別段面積を定める、定めていないにかかわらず、総会または部会等で下限面積が適正であ

るか、毎年確認することとされております。 

 現在、八街市において耕作の事業に供すべき農地の別段面積を定めていないことから、農地

法第３条第２項第５号の、権利を取得しようとするものまたはその世帯員等が取得後において、

耕作の事業に供すべき農地の面積の合計及びその取得後において耕作、または事業に供すべき

採草放牧地の面積の合計が、いずれも北海道では２ヘクタール、都道府県では５０アールに基

づき、下限面積を５０アール以上としております。なお、参考として、県内市町村の下限面積

設定状況についてですが、浦安市を除く５３市町村中、１７市８町で設定を行っております。

設定している市については、主に中山間部の農地や市街化であると考えております。 

 なお、印旛管内で設定している市、町はありません。 

 以上のことを踏まえ、市内の平均的な経営規模が約２００アールであることから、経営面積

があまり低いと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないことが想定

されます。ただ、以前、役員会及び総会にお諮りしたところ、施設園芸であれば、５，０００

平方メートル以下であっても営農が可能となる場合があるので、その都度担当班長と協議し、

面積を下げることも検討してはよいのではないかとの意見がありました。 

 このことを踏まえ、令和４年１月に開催された八街市農業委員会協議会運営委員会にお諮り

したところ、原則、下限面積の設定は行わず、農地法で規定されている５０アールを下限面積

で承認されました。 

 現在、八街市においては耕作の事業に供すべき農地の別段面積を定めていないことから、原

則、別段面積の設定を行わず、農地法で規定されている５０アールを下限面積としてよろしい

か、お諮りいたします。 

 以上です。 

○岩品会長 

 議案の説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 



 

－１９－ 

○岩品会長 

 質疑がなければ、質疑を打ち切り、採決します。 

 議案第７号を承認することに賛成委員の挙手をお願いします。 

（挙手全員） 

○岩品会長 

 挙手全員ですので、議案第７号は承認することに決定します。 

 次に、報告第１号についてを議題とします。 

 事務局、説明願います。 

 齋藤副主幹、お願いします。 

○齋藤副主幹 

 １３ページをご覧ください。報告第１号、農地法第１８条第６項の規定による通知について

ご説明いたします。 

 番号１、所在、小谷流字野出、地目、畑、面積３，２７７平方メートルのうち、１，９８３

平方メートル。合意の成立日、令和４年１月１１日、土地引渡時期、令和４年３月３１日です。 

 以上です。 

○岩品会長 

 ただいまの報告事項は、事務局の説明をもって終了しますが、何かご質問等ございますでし

ょうか。 

 どうぞ、保谷委員。 

○保谷委員 

 すみません、営農型の太陽光が大分多いんですけども、賃貸借契約を３０年としますよね。

地上権を１０年としている物件があるんですけども、それは何で、賃貸借の３０年に同じにし

ないのかなと思って。地上権というのは１０年で決められているのかなと思ったんですけど。 

○岩品会長 

 どうぞ、太田副主幹。 

○太田副主幹 

 地上権に設定の決まりはございませんが、法改正がありまして、一時転用の期間と地上権設

定の期間を合わせた方が好ましいというようなことになりましたので、一時転用の期間が１０

年であれば地上権設定も１０年というような形で、現在、事務処理を行っているところであり

ます。 

○保谷委員 

 分かりました。 

 例えば、賃貸借を３０年契約していると、地上権１０年だと再設定をしていくということで

すね。 

○岩品会長 

 どうぞ。 



 

－２０－ 

○太田副主幹 

 そのとおりです。あくまでも貸し借りは３条で許可しますから、賃貸借は３条での期間設定

となります。地上権は、一時転用期間と合わせるようになります。 

○岩品会長 

 ほかにございますか。 

 質問がなければ、本日の議題審議は全て終了しました。 

 事務局にお返しします。 

○梅澤事務局長 

  閉会を宣す。（午後３時６分） 
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